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平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
熊
野
や
伊
勢
な
ど
の
神
々
は
流

行
神
と
な
り
各
地
に
流
布
し
た
。
さ
ら
に
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
な
る
と

幅
広
い
階
層
よ
り
受
容
さ
れ
、
講
の
成
立
や
参
詣
活
動
な
ど
が
活
発
に
行
な
わ

れ
、
庶
民
信
仰
と
し
て
隆
盛
し
た
。
こ
れ
ら
は
東
国
に
も
広
く
展
開
し
た
が
、

そ
の
展
開
を
担
っ
た
の
は
御
師
と
称
さ
れ
る
宗
教
者
で
あ
っ
た
。

群
雄
が
割
拠
し
、
国
堺
を
め
ぐ
る
合
戦
が
続
い
た
戦
国
時
代
の
東
国
に
お
い

（

１

）

て
も
、
こ
れ
ら
御
師
達
は
各
国
の
檀
那
を
廻
り
、
ま
た
、
檀
那
は
御
師
に
導
か

れ
参
詣
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
史
料
に
よ
り
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
葎
壷
す

る
と
、
戦
国
大
名
は
こ
れ
ら
宗
教
者
に
対
し
あ
る
程
度
の
制
限
は
あ
ろ
う
が
、

領
国
通
行
の
自
由
を
保
証
し
て
い
た
と
い
え
る
。

後
北
条
氏
に
関
す
る
史
料
と
し
て
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
、
武
蔵
国
の
導

者
（
道
者
と
も
書
き
檀
那
の
こ
と
）
に
対
し
参
詣
の
た
め
相
模
・
伊
豆
両
国
の

通
過
を
認
め
た
過
所
が
あ
ぶ
由
こ
の
過
所
を
伝
え
る
長
慶
寺
は
埼
玉
県
熊
谷
市

に
現
存
す
る
真
言
宗
寺
院
で
あ
る
が
、
中
世
は
円
蔵
坊
と
称
す
る
修
験
宗
寺
院

後
北
条
氏
領
国
下
に
お
け
る
参
詣
活
動
に
つ
い
て

Ｉ
相
・
甲
間
の
導
者
の
往
来
を
視
点
と
し
て
Ｉ

初
め
に

鳥

居

和

郎

で
あ
り
、
過
所
は
こ
の
時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
諏
由
こ
の
時
期
、
武
蔵
国
北

埼
玉
郡
は
後
北
条
氏
の
勢
力
圏
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
過
所
の
受
給
者
は
檀

那
達
を
参
詣
に
と
も
な
う
た
め
、
後
北
条
氏
か
ら
発
給
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
史
料
が
非
勢
力
圏
に
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
宗
教
的
な
行
動

に
対
し
て
は
特
別
の
配
慮
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
訴
示

後
北
条
氏
の
領
国
下
に
は
、
熊
野
・
伊
勢
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
全
国
的
に
展

開
し
た
信
仰
の
ほ
か
、
や
や
規
模
は
小
さ
く
な
る
が
江
ノ
島
信
仰
、
そ
し
て
富

士
浅
間
信
仰
も
展
開
し
た
。
こ
れ
ら
は
熊
野
・
伊
勢
信
仰
と
同
様
に
中
世
に
隆

盛
し
、
近
世
に
一
層
の
発
展
を
と
げ
た
が
、
後
北
条
氏
に
と
っ
て
江
ノ
島
は
と

も
か
く
と
し
て
、
富
士
信
仰
の
本
拠
地
は
領
国
外
で
あ
嘘
〉
相
・
甲
、
そ
し
て

相
・
駿
間
は
し
ば
し
ば
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
な
が

ら
も
後
北
条
氏
側
の
民
衆
が
参
詣
を
、
ま
た
、
江
ノ
島
に
甲
斐
の
民
衆
が
参
詣

を
行
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
先
に
述
べ
た
「
長
慶
寺
文
書
」
の
過
所
の
例
な

ど
と
同
様
に
、
御
師
の
廻
檀
や
導
者
の
参
詣
活
動
は
戦
国
大
名
か
ら
あ
る
程
度

許
容
さ
れ
て
い
た
も
の
と
私
自
身
漠
然
と
認
識
し
て
い
た
。
ま
た
、
庶
民
信
仰

と
は
異
な
る
も
の
の
、
中
世
以
来
諸
国
を
遊
行
し
た
時
衆
教
団
の
存
在
な
ど
も

こ
の
状
況
を
裏
付
け
る
か
の
印
象
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
戦
国
期
の
江
ノ
島
や
富
士
信
仰
に
関
す
る
史
料
を
検
討
す
る
と
、

御
師
の
往
来
や
参
詣
活
動
は
「
自
由
」
と
い
う
よ
り
様
々
な
「
制
約
」
の
も
と

に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
戦
国
期
に
お
け
る
庶
民
信
仰
に
つ
い
て

は
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
参
詣
活
動
が
大
名
間
の
外

交
政
策
と
ど
の
よ
う
に
係
わ
る
か
明
確
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
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本
稿
は
こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
東
国
に
お
け
る
代
表
的
な
庶
民
信
仰
で
あ
る

江
ノ
島
信
仰
・
一
旱
一
信
仰
の
展
開
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

江
ノ
島
が
世
に
知
ら
れ
る
信
仰
の
地
と
な
っ
た
の
は
、
寿
永
元
年
（
二
八

二
）
、
源
頼
朝
が
奥
州
の
藤
原
秀
衡
を
調
伏
す
る
た
め
江
ノ
島
に
弁
才
天
を
勧

請
さ
せ
供
養
を
行
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
以
来
將
軍
家
に
よ
る
江
島
明
神
参
詣

な
ど
の
記
事
が
『
吾
妻
鏡
』
に
見
ら
れ
ぷ
缶

や
が
て
江
ノ
島
は
祈
雨
の
祈
願
所
と
し
て
高
名
と
な
り
、
次
第
に
民
衆
の
信

（

８

）

仰
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
頃
に
成
っ
た
『
海
道

記
』
に
は
「
江
の
中
に
一
峯
の
弧
山
あ
り
、
弧
山
に
霊
社
あ
り
、
江
尻
大
明
神

と
申
、
威
験
こ
と
に
あ
ら
た
に
し
て
、
御
前
を
過
る
下
り
船
は
上
分
（
奉
納
物
）

を
奉
る
」
と
記
さ
れ
ぷ
弱
さ
ら
に
、
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
十
月
一
日
、

太
田
道
潅
に
招
か
れ
江
戸
に
向
か
う
万
里
集
九
は
、
そ
の
聿
皇
昌
梅
花
無
尽
蔵
』

に
「
日
本
三
処
弁
才
天
之
一
也
」
「
擁
護
八
州
弥
万
全
」
と
記
し
江
ノ
島
信
仰

が
広
く
展
開
し
て
い
る
様
子
を
伝
え
て
い
諏
由

と
こ
ろ
が
、
「
梅
花
無
尽
蔵
』
以
後
、
広
汎
な
地
域
か
ら
の
寺
社
参
詣
が
一

般
的
に
な
っ
た
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
「
檀
那
帳
」
を
初
め
と
し
導
者
に
関

す
る
史
料
な
ど
、
江
ノ
島
信
仰
の
隆
盛
を
示
す
記
録
は
極
め
て
少
な
く
な
る
。

享
禄
四
年
（
一
五
一
三
）
以
前
に
上
之
坊
が
退
転
し
た
も
の
（
鄭
そ
れ
ま
で
江

ノ
島
に
は
岩
本
坊
、
上
之
坊
、
下
之
坊
の
三
坊
が
存
在
し
、
史
料
を
検
討
し
て

一
戦
国
期
に
お
け
る
江
ノ
島
信
仰

も
江
ノ
島
の
経
営
に
大
き
な
混
乱
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
足
利
氏
や
北
条
氏

が
祈
願
所
と
す
る
な
ど
、
宗
教
的
な
権
威
は
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
庶
民
の
参
詣
を
伝
え
る
史
料
が
見
ら
れ
な
い
の
は
単
に
史
料
が
残
存
し
な

か
っ
た
の
か
、
宗
教
活
動
の
低
調
に
よ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
戦
国
の
社
会
的

状
況
が
参
詣
の
人
々
を
遠
ざ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

数
少
な
い
戦
国
期
に
お
け
る
江
ノ
島
信
仰
の
隆
盛
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
、

次
の
二
点
の
史
料
が
知
ら
れ
て
い
る
。

一
点
は
江
ノ
島
に
参
詣
す
る
人
々
か
ら
関
役
を
徴
収
し
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
拳
澤
鉦
由

こ
の
史
料
は
癸
亥
の
年
記
よ
り
「
神
奈
川
県
史
』
等
で
は
永
禄
六
年
（
一
五

六
三
）
と
比
定
す
る
。
蜷
川
と
い
う
姓
の
み
し
か
記
さ
れ
ず
、
具
体
的
な
名
前

は
不
明
で
あ
る
た
め
、
こ
の
年
代
比
定
を
に
わ
か
に
肯
首
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
が
、
そ
の
内
容
か
ら
中
世
の
江
ノ
島
に
関
銭
を
徴
収
す
る
程
の
賑
わ
い
が

あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。

ま
た
、
次
の
史
料
は
発
給
者
よ
り
、
お
よ
そ
の
年
代
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
中
世
の
江
ノ
島
信
仰
関
係
史
料
で
参
詣
人
の
出
発
地
を
示
す

唯
一
の
史
料
で
延
雫

右
、
江
嶋
関
役
之
事
、
被
為
出
之
候
之
間
、
参
詣
之
衆
江
、
無
相
違
様
可

被
仰
付
者
也
、
価
如
件

癸

亥

正

月

二

日

蜷

川

（

花

押

）
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本
史
料
の
発
給
者
で
あ
る
小
山
田
信
有
は
、
甲
斐
国
の
い
わ
ゆ
る
郡
内
地
方

を
支
配
し
た
武
田
氏
の
有
力
被
官
で
あ
る
。
当
初
、
独
自
の
支
配
を
進
め
て
い

た
が
、
天
文
初
年
こ
ろ
武
田
氏
へ
軍
事
的
従
属
を
余
儀
な
く
さ
れ
趣
由

文
書
前
部
を
欠
失
す
る
も
の
の
、
内
容
と
し
て
は
小
山
田
信
有
が
江
ノ
島
下

之
坊
に
対
し
江
ノ
島
に
参
詣
す
る
導
者
は
下
之
坊
に
告
げ
る
こ
と
を
命
じ
た
と

し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
戦
国
期
の
甲
斐
郡
内
地
方
に
江
ノ
島
信
仰
が
展
開
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
同
時
に
下
之
坊
が
同
国
よ
り
の
参
詣
人
の
宿
坊
を

務
め
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

本
文
書
は
年
記
を
欠
く
た
め
、
年
代
の
比
定
を
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
以

前
と
す
る
錘
天
文
十
三
年
頃
と
す
る
趣
そ
し
て
信
有
の
花
押
型
に
根
拠
を

求
め
天
文
二
十
年
頃
と
す
る
説
が
迩
靭
甲
斐
よ
り
江
ノ
島
へ
の
参
詣
活
動
を

考
え
る
場
合
、
同
じ
天
文
年
中
の
お
よ
そ
十
年
程
の
差
と
は
い
え
忽
せ
に
は
出

来
な
い
十
年
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
両
国
の
関
係
を
、
戦
国
時
代
の
甲
斐
国
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
記

（

喝

）

録
と
し
て
知
ら
れ
る
「
妙
法
寺
記
」
よ
り
見
る
と
、
享
禄
三
年
（
一
五
三
○
）

四
月
二
十
三
日
に
北
条
氏
綱
の
甲
斐
国
都
留
郡
へ
の
出
陣
、
そ
し
て
天
文
四
年

尉
淵
幽
江
之
嶋
へ
参
詣
之
導
者
之
事
、
於
向
後
者
、
御
坊
へ
可
被
為
告

候
、
為
其
一
筆
進
置
候
、
自
然
兎
角
申
者
候
者
、
被
相
押
、
此
方
へ
可
被

仰
候
、
恐
々
敬
白

小

山

田

右

兵

衛

尉

「

１

１

１

斗

（

「

武

山

」

ヵ

朱

印

）

六

月

七

日

信

有

（

花

押

）

亘

江

之

嶋

下

之

坊

へ

参

（
一
五
三
五
）
以
降
天
文
八
年
ま
で
毎
年
相
・
甲
間
の
合
戦
の
記
事
が
見
ら
れ
、

後
北
条
氏
と
武
田
氏
・
小
山
田
氏
の
関
係
は
極
め
て
悪
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
同
九
年
に
な
る
と
相
・
甲
間
の
合
戦
の
記
事
は
見
ら
れ
ず
、
信
玄
の
信

濃
方
面
侵
攻
の
記
事
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
後
北
条
氏
と
の
緊
張
が
一
応
緩

和
し
始
め
た
こ
と
を
示
す
行
動
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
十
四
年
八
月
、

氏
綱
が
駿
河
侵
攻
を
行
な
う
と
、
信
玄
は
天
文
六
年
に
成
立
し
た
甲
・
駿
同
盟

に
基
つ
き
今
川
義
元
の
救
援
を
行
な
う
な
ふ
〉
相
・
甲
間
の
政
治
的
状
況
は
依

然
と
し
て
不
安
定
な
状
態
が
続
い
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
影
響
し
て
い
る
の
か
、
天
文
十
七
年
六
月
の
「
妙
法
寺

記
」
の
記
事
に
は
「
六
月
導
者
ハ
十
年
ノ
内
ニ
ハ
無
御
富
士
参
詣
申
候
」
と
あ

る
。
郡
内
地
方
は
高
冷
地
と
い
う
こ
と
も
あ
り
生
産
物
も
少
な
く
、
富
士
参
詣

の
人
々
が
も
た
ら
す
銭
貨
が
一
大
収
入
源
で
あ
っ
画
壷
六
月
と
い
え
ば
富
士
参

詣
の
最
盛
期
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
十
年
間
に
わ
た
る
「
富
士
参
詣

な
し
」
と
い
う
状
況
は
、
後
北
条
氏
を
初
め
と
し
た
隣
国
と
の
政
情
不
安
に
よ

る
御
師
・
導
者
達
の
宗
教
活
動
の
中
断
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。こ

の
よ
う
な
郡
内
地
方
の
状
況
を
考
え
る
な
ら
ば
、
先
の
六
月
七
日
付
の

「
小
山
田
信
有
判
物
写
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
郡
内
地
方
よ
り
の
江
ノ
島
参
詣

の
導
者
に
つ
い
て
も
、
天
文
十
七
年
以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
宗
教
者
の
往
来
が
可
能
と
な
る
の
は
政
情
の
安
定
を
得
た
後
と
考
え
る

の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
こ
の
史
料
は
天
文
十
八
年
六
月
以
降
、
そ
し

て
、
花
押
型
も
勘
案
す
る
と
天
文
二
十
二
年
の
六
月
ま
で
の
期
間
と
考
え
ら
れ

－15－



る
が
、
や
は
り
相
・
甲
関
係
が
よ
り
安
定
し
て
く
る
後
者
に
近
い
頃
か
と
思
わ

れ
諏
缶

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
の
江
ノ
島
信
仰
の
隆
盛
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
の

概
略
を
述
べ
た
が
、
確
実
に
戦
国
期
と
断
定
出
来
る
史
料
は
一
件
だ
け
と
い
う

状
況
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
江
ノ
島
が
、
戦
国
期
に

な
る
と
参
詣
の
隆
盛
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
が
見
ら
れ
な
く
な
る
の
は
、
「
妙

法
寺
記
」
の
天
文
十
七
年
の
記
事
の
よ
う
に
戦
国
大
名
間
の
政
治
的
な
状
況
が

原
因
と
考
え
ら
れ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

戦
国
期
の
東
国
に
お
け
る
政
治
的
状
況
と
参
詣
人
の
動
向
を
う
か
が
う
た
め
、

江
ノ
島
の
他
、
多
数
の
参
詣
人
が
訪
れ
た
富
士
信
仰
関
係
史
料
も
あ
わ
せ
て
検

討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
国
期
に
お
け
る
御
師
・
導
者
の
活
動
と
政
治
的
状
況

と
の
係
わ
り
合
い
を
よ
り
明
確
に
す
る
事
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

天
文
年
間
に
江
ノ
島
へ
の
参
詣
を
行
な
っ
て
い
た
郡
内
地
方
は
、
生
産
力
が

乏
し
い
こ
と
も
あ
り
、
富
士
信
仰
が
重
要
な
「
産
業
」
で
あ
り
、
参
詣
人
の
多

寡
は
人
々
に
と
っ
て
一
大
関
心
事
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
状
況
を
端
的
に
示
す
の

が
次
の
史
料
で
迩
華

富
士
参
詣
之
導
者
、
近
年
一
円
無
之
候
、
誠
云
冥
盧
云
凡
盧
、
秀
以
不
可

然
候
、
因
蒐
且
恐
神
威
且
存
用
捨
、
今
年
當
郡
諸
役
所
、
半
閨
叫
申
付
候
、

二
戦
国
時
代
の
富
士
信
仰
と
関
東
地
方

こ
の
史
料
は
小
山
田
信
茂
が
吉
田
の
御
師
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
信
茂
名

の
発
給
文
書
は
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
正
月
か
ら
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）

（

認

）

七
月
ま
で
の
期
間
の
史
料
が
知
ら
れ
る
の
で
、
本
史
料
も
こ
の
期
間
、
も
し
く

は
そ
の
前
後
に
含
ま
れ
る
と
い
え
る
。

内
容
と
し
て
は
、
数
年
来
の
富
士
参
詣
の
導
者
の
途
絶
を
憂
慮
し
、
そ
の
た

め
関
所
の
半
減
、
過
分
の
関
銭
の
徴
収
及
び
導
者
に
対
す
る
狼
籍
を
禁
ず
る
な

ど
の
処
置
を
行
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
檀
那
に
伝
え
る
こ
と

を
命
じ
た
も
の
で
、
導
者
の
減
少
が
領
主
小
山
田
氏
に
と
っ
て
痛
手
で
あ
っ
た

こ
と
が
よ
く
わ
か
る
史
料
で
あ
る
。

一
般
に
戦
国
大
名
（
小
山
田
氏
も
郡
内
地
方
の
支
配
者
と
し
て
一
応
含
め
て

考
え
る
）
の
財
政
的
基
盤
は
直
轄
地
よ
り
の
収
入
、
そ
し
て
、
各
種
の
税
収
入

の
二
種
に
大
別
さ
れ
る
。
財
源
と
し
て
そ
れ
ら
の
割
合
を
比
較
し
て
み
る
と
、

武
田
氏
の
場
合
は
圧
倒
的
に
各
種
の
税
収
入
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
諏
缶
ま
た
、

他
の
大
名
に
つ
い
て
も
同
様
の
状
況
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
地
理
的
に
直
轄
領

よ
り
の
収
入
が
少
な
い
小
山
田
氏
に
お
い
て
は
、
武
田
氏
を
上
に
頂
く
と
い
う

（
如
）
女
騎
透
馬
等
之
儀
も
可
准
右
候
、
殊
自
始
而
参
詣
之
方
、
過
分
関
銭
取
事
、

自
今
以
後
、
堅
可
停
止
之
候
、
惣
別
対
導
者
、
大
細
事
非
分
狼
籍
之
擬
、

一
切
不
可
有
之
候
、
然
則
御
師
衆
各
改
其
趣
、
旦
那
中
へ
可
申
渡
候
條
、

叩
不
可
有
疎
意
候
、
恐
々
謹
言

（

朱

印

）

卯

月

日

信

茂

注

連

屋

仁

科

豊

前

守

殿
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領
主
権
の
二
重
構
造
の
も
と
に
で
は
あ
っ
た
が
、
関
銭
の
徴
収
を
は
じ
め
と
す

る
富
士
信
仰
に
関
連
す
る
税
収
入
な
ど
が
そ
の
主
要
な
財
源
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
だ
け
に
参
詣
の
導
者
の
減
少
は
憂
う
べ
き
事
で
あ
り
、
小
山
田
氏
は
関
銭
の

収
入
を
減
ら
し
て
も
導
者
の
誘
致
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、
参
詣
の
導
者
の
減
少
の
原
因
は
、
次
の
史
料
に
よ
り
求
め
る
こ
と
が

出
来
認
壷

本
史
料
も
先
の
史
料
と
同
様
に
吉
田
の
御
師
に
対
し
て
信
茂
が
発
給
し
て
い

る
。
年
記
が
な
い
も
の
の
内
容
に
よ
り
年
代
の
比
定
が
可
能
で
あ
る
。
先
に
述

べ
た
信
茂
名
史
料
の
存
在
す
る
期
間
に
お
い
て
、
富
士
参
詣
の
導
者
の
増
加
と

関
係
の
あ
る
国
と
武
田
氏
が
和
睦
を
行
な
っ
た
の
は
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）

の
後
北
条
氏
と
の
和
睦
が
あ
る
。
そ
の
た
め
本
史
料
は
翌
三
年
の
も
の
と
考
え

（

妬

）

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
点
の
史
料
の
背
景
と
な
る
相
・
甲
間
の
政
治
的
状
況
を
述
べ
て
み
る

と
、
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
頃
よ
り
徐
々
に
転
換
を
迎
え
た
相
・
甲
関
係

今
度
両
国
御
和
親
付
而
、
士
峯
参
詣
之
導
者
、
定
数
多
可
有
之
候
、
且
為

神
盧
且
以
寛
宥
、
自
今
以
後
、
郡
中
諸
役
所
半
関
可
申
付
候
、
其
外
惣
別

（

マ

ュ

対
導
者
、
不
可
有
新
儀
非
法
之
擬
候
、
以
此
趣
能
々
旦
那
中
江
可
被
申
断

候
、
恐
々
謹
言

「

ｌ

ｌ

ｊ

（

朱

印

）

三

月

吉

日

信

茂

（

花

押

）

Ｌ

刑

部

新

七

郎

殿

鰯
〉
天
文
二
十
三
年
の
い
わ
ゆ
る
相
・
甲
・
駿
一
国
同
盟
に
よ
り
一
層
強
固

な
も
の
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
十
二
月
に
武
田
信

玄
が
駿
河
に
侵
攻
し
、
北
条
氏
政
は
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
駿
河
へ
の
出

陣
、
そ
し
て
上
杉
謙
信
と
の
同
盟
の
締
結
に
よ
り
、
相
・
甲
間
の
緊
張
は
高

ま
り
、
長
く
続
い
た
こ
の
和
睦
も
終
了
し
た
。
が
、
こ
の
緊
張
状
態
も
長
く

は
続
か
ず
三
年
後
の
元
亀
二
年
十
二
月
、
相
・
甲
同
盟
は
復
活
し
た
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
相
・
甲
間
の
和
睦
に
よ
り
参
詣
の
導
者
の
増
加
を
想
定
し
、
導

者
の
誘
致
を
図
る
た
め
関
所
の
半
分
を
開
く
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
は
単
に
和
平
に
よ
る
世
相
の
安
定
が
導
者
の
増
加
を
予
測
さ
せ
る
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
導
者
の
多
数
が
存
在
す
る
地
域
が
後
北
条
氏
の
勢
力
圏
で
あ

る
関
東
地
方
と
い
う
積
極
的
な
意
味
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
既
に
導
者
に
よ
る
参
詣
と
し
て
の
登
山
が
確
立
し
た
室
町
時

代
に
は
そ
の
傾
向
が
あ
っ
た
。
現
存
す
る
史
料
に
お
い
て
関
東
地
方
の
人
々
が

関
連
す
る
比
較
的
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）

の
年
記
の
あ
る
懸
仏
が
迩
箏
こ
の
年
の
六
月
、
上
総
国
菅
生
庄
木
佐
良
津
の

檀
那
が
「
不
動
明
王
懸
仏
」
（
「
大
工
和
泉
守
光
吉
、
旦
那
内
匠
助
泉
重
、
本

願
源
春
」
の
銘
あ
り
）
と
「
薬
師
如
来
懸
仏
」
（
「
大
工
同
旦
那
和
泉
守
光
吉
、

本
願
源
春
」
の
銘
あ
り
）
を
奉
納
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
出
土
地
は
異
な
る
が

同
年
号
、
同
人
物
が
関
係
し
て
い
る
た
め
、
も
と
も
と
は
同
時
に
施
入
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
「
妙
法
寺
記
」
の
明
応
九
年
（
一
五
○
○
）
の
記
事
に
は
「
此
年
六

－17－



大
き
い
事
も
う
か
が
わ
れ
る
。

（

参

ヵ

）

月
、
富
士
導
者
悉
可
無
限
、
関
東
乱
一
一
ヨ
リ
須
走
へ
皆
道
者
付
也
」
と
あ
り
、

関
東
の
兵
乱
に
よ
り
郡
内
地
方
の
吉
田
口
・
河
口
に
導
者
の
来
参
が
な
く
、
駿

河
側
の
須
走
口
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
関
東
が
檀
那
塲

と
し
て
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
兵
乱
が
導
者
の
参
詣
活
動
に
与
え
る
影
響
が

そ
れ
で
は
後
北
条
氏
の
支
配
の
拡
大
が
、
富
士
信
仰
の
参
詣
活
動
に
ど
の
よ

う
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
、
関
連
史
料
か
ら
見
て
い
く
事
と
し
た
い
。

次
に
示
す
の
は
、
後
北
条
氏
が
富
士
参
詣
を
行
な
う
正
木
兵
部
太
輔
の
代
官

に
与
え
た
過
所
で
あ
る
。
遠
山
新
四
郎
が
奏
者
を
勤
め
た
期
間
に
よ
り
永
禄
三

（

調

）

年
と
比
定
さ
れ
る
。
関
本
通
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
足
柄
峠
を
越
え
て
富
士
参
詣

を
行
な
っ
て
い
た
。

為
正
木
兵
部
太
輔
代
官
、
中
居
大
炊
助
上
下
五
人
、
富
士
参
詣
候
、
関
々

無
相
違
可
勘
過
旨
、
被
仰
出
状
如
件
、

甲

（

「

禄

壽

応

穏

」

朱

印

）

附

九

“

ゞ

川

染

関

本

通

役

所

中

三
後
北
条
氏
の
関
東
進
出
と
富
士
参
詣

正
木
兵
部
太
輔
は
「
所
領
役
帳
』
に
半
役
被
仰
付
衆
と
し
て
記
載
さ
れ
る
人

物
で
、
安
房
里
見
氏
の
一
族
と
さ
れ
諏
胡

さ
ら
に
、
『
新
編
甲
州
古
文
書
』
に
は
御
師
刑
部
家
に
伝
来
し
た
正
木
氏
に

関
す
る
史
料
が
所
載
さ
れ
て
い
緬
缶

正
木
時
茂
は
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
の
第
二
次
国
府
台
合
戦
の
あ
と
、
里

（

蛇

）

見
氏
を
背
き
北
条
氏
に
つ
い
た
正
木
時
忠
の
兄
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
正
木
兵
部

太
輔
は
実
名
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
時
茂
と
の
関
係
が
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、

代
官
を
参
詣
さ
せ
る
な
ど
当
時
の
有
力
武
士
の
参
詣
の
様
子
、
御
師
に
志
納
さ

れ
る
銭
の
量
、
さ
ら
に
宛
所
に
「
富
士
之
御
司
房
州
宿
」
と
記
さ
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
国
ご
と
に
宿
坊
が
定
め
ら
れ
、
御
師
刑
部
は
安
房
方
面
を
檀
那
場
と
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

御
師
の
廻
檀
や
導
者
の
富
士
参
詣
に
は
当
然
後
北
条
氏
の
勢
力
圏
の
通
過
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
、
相
・
甲
間
の
政
治
的
状
況
は
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ

富
士
江
代
官
於
為
参
候
、
能
々
有
指
南
、
同
下
向
之
時
分
船
渡
通
案
内
者

於
被
指
副
被
送
候
者
、
可
喜
入
候
、
所
用
之
儀
申
付
候
、
遠
路
之
事
候
間
、

代
物
過
分
二
不
相
遣
候
、
五
千
疋
も
三
千
疋
も
仕
申
程
被
取
越
候
ハ
〃
、

（

細

者

）

可
令
祝
着
候
、
来
国
之
上
可
相
渡
候
、
為
其
一
筆
進
候
、
巨
口
Ｕ
彼
口

上
可
有
之
候
、
恐
々
謹
一
二
口
正
木

五

月

廿

八

日

時

茂

（

花

押

）

富

士

之

御

司

房

州

宿

江
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た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
後
北
条
氏
勢
力
下
の
導
者
に
と
っ
て
も
参
詣
に
は
過

所
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
（
華
政
治
的
安
定
は
不
可
欠
な
も
の
で

あ
っ
た
。

次
の
史
料
は
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
に
忍
城
主
成
田
長
泰
の
重
臣
手
嶋
美

作
守
に
対
し
、
参
詣
の
導
者
の
通
過
を
認
め
た
後
北
条
氏
の
過
所
で
逗
蕊

「
毎
年
如
此
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
過
去
数
年
間
に
わ
た
り
参
詣
活
動
を
行

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
五
十
も
の
人
数
は
先
の
正
木
の
代
官
一
行
の
人

数
と
比
べ
け
た
違
い
に
多
い
が
、
正
木
の
私
的
な
参
詣
と
異
な
り
手
嶋
の
支
配

地
よ
り
の
導
者
達
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

過
所
は
そ
の
性
格
上
、
期
限
を
過
ぎ
る
と
効
力
を
失
う
た
め
、
史
料
と
し
て

の
残
存
率
は
比
較
的
低
い
と
い
え
る
。
本
来
は
同
様
の
過
所
が
多
数
発
給
さ
れ
、

多
く
の
参
詣
人
の
往
来
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
御
師
は
一
夏
の
参
詣
で
何
人
程
度
の
導
者
を
受
け
入
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
一
応
の
目
安
と
な
る
史
料
が
挺
蕊

富
士
参
詣
之
道
者
五
十
人
井
馬
五
疋
、
毎
年
如
此
、
関
渡
役
所
無
相
違
可

勘
過
者
也
、
価
状
如
件

犀

滑

：

大

蔵

達

迩

火

ゞ

永

禄

奉

之

手

嶋

美

作

守

殿

小
山
田
信
有
は
御
師
刑
部
隼
人
佐
の
申
請
に
応
じ
、
翌
年
の
分
と
し
て
檀
那

二
百
人
の
過
所
を
認
め
て
い
る
。
辛
酉
の
年
は
永
禄
四
年
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

勿
論
、
全
て
の
御
師
が
扱
う
一
夏
の
参
詣
人
の
数
が
同
程
度
と
断
定
は
出
来

な
い
が
、
郡
内
地
方
の
御
師
が
集
め
る
参
詣
人
の
総
数
は
か
な
り
の
数
に
な

誠
》

こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
後
北
条
氏
の
領
国
下
を
多
数
の
参
詣
人
が
往
来

し
た
様
子
を
次
の
史
料
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
諏
缶

こ
の
朱
印
状
は
、
後
北
条
氏
の
家
臣
で
上
野
国
長
手
郷
（
群
馬
県
太
田
市
）

に
五
十
貫
文
の
地
を
領
し
て
い
た
桜
井
肥
前
守
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
己
丑

其
方
檀
那
、
来
年
富
士
参
詣
之
導
者
任
申
旨
、
當
郡
役
所
中
、
司
百
人
、

無
相
違
可
勘
過
者
也
、
冊
如
件

「

ｌ

ｌ

ｊ

（

朱

印

）

辛

酉

拾

月

廿

五

日

信

有

（

花

押

）

刑

佃

隼

人

佐

殿

Ｆ

ｌ

ｌ

Ｌ

私
領
長
手
郷
、
富
士
参
詣
之
者
、
横
合
非
分
不
可
有
之
、
井
於
當
町
押
買

狼
籍
、
堅
令
停
止
畢
、
若
至
干
違
犯
之
輩
者
、
可
遂
披
露
旨
、
被
仰
出
者

也
、
価
如
件
、

己

丑

（

「

禄

壽

応

穏

」

朱

印

）

奉

之

六

月

朔

日

宗

悦

桜

井

肥

前

守

殿
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こ
の
よ
う
に
多
く
の
導
者
が
往
来
し
た
背
景
を
、
天
正
期
の
相
・
甲
関
係
か

ら
み
る
と
、
両
国
は
天
文
二
十
三
年
（
一
五
五
四
）
の
相
・
甲
・
駿
三
国
同
盟

が
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
に
決
裂
し
た
後
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
に

再
び
和
睦
関
係
に
入
っ
た
が
、
天
正
六
年
に
越
後
の
上
杉
謙
信
が
没
す
る
と
、

そ
の
家
督
を
め
ぐ
り
北
条
家
よ
り
養
子
に
入
っ
た
景
虎
と
景
勝
が
争
っ
た
折
、

北
条
氏
が
援
助
を
頼
ん
だ
武
田
勝
頼
が
景
勝
側
に
付
い
た
た
め
景
虎
は
敗
死
し

（
御
館
の
乱
）
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
相
・
甲
間
は
不
穏
な
も
の
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
天
正
十
年
三
月
、
織
田
信
長
に
よ
る
武
田
氏
の
滅
亡
。
そ
し
て
、
同

年
六
月
、
信
長
の
急
死
（
本
能
寺
の
変
）
に
よ
り
、
北
条
氏
と
徳
川
氏
と
の
間

で
甲
・
信
を
め
ぐ
る
対
立
が
あ
っ
た
が
、
十
月
に
両
氏
の
和
睦
は
成
立
し
、
甲
・

信
は
家
康
の
支
配
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
相
・
甲
間
の
緊
張
は
解
け
、
再
び

御
師
や
導
者
の
往
来
が
可
能
に
な
っ
た
が
、
本
史
料
は
そ
の
後
の
参
詣
の
活
況

を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
過
所
は
先
の
史
料
と
は
順
序
が
逆
に
な
る
が
、
戦
国
大
名
と
御

ま
た
、
次
の
過
所
は
先
の
史
料
と
は
順
序
が
逆
に
拝

の
干
支
よ
り
天
正
十
七
年
と
さ
れ
る
。
こ
と
さ
ら
富
士
参
詣
の
導
者
を
対
象
と

し
て
か
か
る
内
容
の
文
書
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
多
数
の
導
者
が
長
手
郷

を
往
来
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
富
士
参
詣
の
開
始
の
時
期
で
あ

る
六
月
朔
日
の
日
付
を
持
つ
こ
と
は
、
導
者
に
よ
る
長
手
郷
に
対
し
て
の
様
々

な
無
法
な
振
舞
い
は
天
正
十
七
年
に
突
然
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
前
々

か
ら
同
様
の
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

師
の
関
係
を
よ
く
表
わ
す
興
味
深
い
史
料
と
い
え
識
》

こ
の
過
所
は
、
天
正
十
年
六
月
、
信
長
の
急
死
に
よ
り
、
す
ば
や
く
甲
斐
に

侵
攻
し
た
北
条
氏
が
河
口
の
御
師
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
翌
月

（

調

）

に
家
康
と
の
和
睦
が
成
立
す
る
た
め
、
甲
斐
が
徳
川
家
康
の
支
配
に
な
る
直
前

の
史
料
で
あ
る
。

北
条
氏
は
自
ら
の
支
配
を
既
成
事
実
化
す
る
た
め
に
、
御
師
た
ち
に
こ
の
よ

う
な
過
所
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
九
月
と
い
う
時
期
は
御
師
達
に
と
っ
て
も
富

士
参
詣
の
季
節
が
終
了
し
、
諸
国
の
檀
那
へ
祈
祷
や
御
祓
を
行
う
た
め
に
過
所

は
是
非
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
御
師
に
と
っ
て
廻
檀
は
単
な
る
宗
教
的

儀
礼
と
し
て
の
み
必
要
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
く
、
檀
那
よ
り
志
納
さ
れ
る
財
貨

が
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
。

安
下
通
と
は
甲
斐
よ
り
上
野
原
、
津
久
井
を
経
て
八
王
子
城
下
に
通
ず
る
主

要
な
交
通
路
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
次
の
史
料
は
甲
斐
が
徳
川
氏
の
支
配
と
な
っ
た
後
、
後
北
条
氏
が

吉
田
の
御
師
に
与
え
た
伝
馬
手
形
で
凌
副
缶

川
口
之
御
師
浄
坊
、
為
旦
那
廻
、
武
州
へ
通
候
、
役
所
無
相
違
可
通
馬
壹

疋
三
人
也
、
価
如
件

九

月

廿

日

氏

忠

（

花

押

）

安

下

通
諸

役

所

中

伝
馬
壹
疋
、
無
相
違
可
出
之
、
可
除
一
里
一
銭
者
也
、
価
如
件
、
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こ
の
伝
馬
手
形
は
、
十
月
と
い
う
季
節
か
ら
廻
檀
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
御
師
は
自
ら
の
宗
教
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
諸
国
へ
の
廻

檀
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
檀
那
場
が
他
国
に
あ
る
場
合
、
御
師
の
通

行
に
際
し
、
当
然
そ
の
地
の
主
権
者
た
る
大
名
の
許
容
が
前
提
で
あ
っ
た
た
め

通
行
権
の
確
保
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
趣
缶
そ
の
た
め
、
大
名
は
通
行
権
の
与

奪
を
通
し
御
師
な
ど
宗
教
者
の
統
制
を
行
な
っ
た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
国
期
に
お
け
る
江
ノ
島
や
富
士
信
仰
に
関
す
る
宗
教
者

の
往
来
を
政
治
的
状
況
と
関
連
さ
せ
述
べ
て
み
た
。
数
少
な
い
史
料
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
年
代
不
明
の
も
の
を
除
き
、
確
実
に
後
北
条
氏
と
甲
斐
国
と
の
関
係

が
安
定
し
て
い
る
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
永
正
十
三
年
（
一
五
一
六
）
、
後
北
条
氏
が
三
浦
新
井
城
で
三
浦

氏
を
滅
ぼ
し
、
相
模
の
支
配
を
遂
げ
た
後
の
相
・
甲
関
係
を
見
る
と
、
ま
ず
、

天
文
二
十
三
年
（
本
稿
で
は
、
そ
れ
以
前
の
天
文
十
八
年
頃
よ
り
安
定
的
な
も

の
が
あ
る
か
と
し
た
）
か
ら
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
ま
で
続
い
た
相
・
甲
・

駿
の
三
国
同
盟
。
次
に
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
か
ら
御
館
の
乱
後
の
天
正

七
年
（
一
五
七
九
）
ま
で
続
い
た
相
・
甲
同
盟
。
さ
ら
に
、
織
田
信
長
没
後
の

天
正
十
年
の
徳
川
家
康
と
の
同
盟
に
よ
る
相
・
甲
間
の
安
定
か
ら
同
十
八
年
の

工㈱
ノ、 ノー、

日雨
訓
L一

朱
印
ゞ

竹
下
通
宿
中

自
小
田
原
甲
州
迄

奉

之

江
雪
斎

後
北
条
氏
の
滅
亡
ま
で
と
い
う
よ
う
に
、
大
き
く
分
け
る
な
ら
ば
三
期
の
政
治

的
な
安
定
期
が
あ
る
。
甲
斐
や
後
北
条
氏
勢
力
下
の
宗
教
者
は
こ
の
安
定
期
に

往
来
し
た
の
で
あ
っ
た
。

戦
国
期
の
江
ノ
島
信
仰
の
隆
盛
を
伝
え
る
史
料
が
な
ぜ
少
な
い
か
と
い
う
、

以
前
よ
り
私
が
い
だ
い
て
い
た
疑
問
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
当
時
、
江
ノ
島
参

詣
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
史
料
に
残
る
唯
一
の
土
地
で
あ
る
甲
斐
国
郡
内
地

方
に
関
心
を
よ
せ
て
み
た
。
こ
の
地
は
江
ノ
島
と
同
様
に
信
仰
を
生
業
と
す
る

人
々
が
住
む
土
地
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
東
国
の
戦
国
時
代
に
お
け
る
宗
教

的
な
類
似
性
を
求
め
参
詣
活
動
に
つ
い
て
の
史
料
を
検
討
し
て
み
た
。
す
る
と
、

こ
の
時
代
が
有
す
る
と
こ
ろ
の
共
通
的
な
宗
教
環
境
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見
え

て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

宗
教
者
は
諜
報
や
文
書
の
伝
達
な
ど
を
通
じ
、
し
ば
し
ば
軍
事
活
動
の
一
翼

を
担
う
例
が
多
い
が
、
と
り
わ
け
、
各
地
を
廻
る
御
師
や
山
伏
な
ど
は
そ
の
役

割
を
勤
め
る
こ
と
が
多
か
つ
極
矛
そ
の
た
め
、
戦
国
大
魚
間
の
緊
張
が
た
か
ま
っ

た
時
、
廻
檀
や
参
詣
な
ど
の
宗
教
活
動
が
低
調
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
事
が
、
戦
国
期
の
江
ノ
島
信
仰
や
富
士
信
仰
の
宗
教
活
動
に
関
す
る

史
料
が
継
続
的
に
存
在
し
な
い
大
き
な
原
因
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

伊
勢
や
熊
野
の
よ
う
に
遠
隔
地
に
存
在
す
る
た
め
、
戦
国
大
名
に
と
っ
て
直
接

の
利
害
関
係
を
生
じ
な
い
信
仰
と
は
当
然
扱
い
が
異
な
る
の
で
あ
っ
た
。
あ
る

結
び
に
か
え
て
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程
度
自
由
に
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
庶
民
信
仰
で
さ
え
、
戦
国
期
に
お
い
て

は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
諏
由

ま
た
、
郡
内
地
方
の
御
師
は
関
東
地
方
に
多
く
の
檀
那
を
有
し
て
い
た
た
め
、

後
北
条
氏
の
勢
力
が
相
模
か
ら
武
蔵
、
そ
し
て
北
関
東
へ
と
拡
大
し
て
い
く
に

つ
れ
影
響
を
受
け
た
が
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
郡
内
地
方
の
経
済
も
時
に
は

敵
地
と
な
る
関
東
地
方
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ず
、
小
山
田
氏
は
武
田
氏
の
重
臣
と

し
て
の
立
場
だ
け
で
は
な
く
、
郡
内
地
方
の
領
主
と
し
て
、
御
師
と
と
も
に
相
・

甲
間
の
政
治
的
状
況
は
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

永
禄
初
年
に
成
立
し
た
「
所
領
役
帳
」
に
、
小
山
田
氏
が
他
国
衆
と
し
て
記

載
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
武
田
氏
か
ら
の
小
山
田
氏
の
独
立
性
が
反
映
し
た

も
の
と
見
る
よ
り
は
、
彼
と
彼
の
領
民
に
と
っ
て
重
要
な
経
済
基
盤
と
い
え
る

富
士
信
仰
を
維
持
す
る
た
め
、
関
東
地
方
の
多
数
の
導
者
達
を
確
保
し
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
後
北
条
氏
と
一
定
の
関
係
を
保
つ
が
ご
と

く
演
じ
た
小
山
田
氏
の
外
交
政
策
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

、
王

二

三

口

（
１
）
厳
密
に
言
え
ば
伊
勢
の
御
師
は
廻
檀
を
行
な
う
が
、
熊
野
の
御
師
は
直
接
に
廻

檀
を
行
な
わ
ず
御
師
と
檀
那
の
間
に
先
達
が
介
在
し
た
。

（
２
）
参
詣
の
対
象
と
な
っ
た
社
寺
に
は
、
参
詣
者
の
宿
泊
施
設
で
あ
る
宿
坊
が
造
ら

れ
た
。
宿
坊
は
御
師
に
よ
り
経
営
さ
れ
、
御
師
は
そ
れ
ぞ
れ
参
詣
者
を
勧
誘
し
地

域
別
に
檀
那
場
を
持
っ
た
。
檀
那
は
信
者
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
御
師
に
様
々

な
財
物
を
与
え
て
く
れ
る
た
め
、
檀
那
の
多
少
は
そ
の
ま
ま
御
師
の
経
済
力
に
反

映

し

た

。

相
模
国
に
お
い
て
は
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
に
伊
勢
神
宮
の
御
師
で
あ
っ

た
久
保
倉
藤
三
が
記
し
た
『
御
道
者
日
記
』
に
よ
る
と
片
瀬
の
「
玉
蔵
坊
」
、
大
庭

の
「
ひ
し
や
も
ん
」
、
「
ま
ん
さ
う
坊
」
（
玉
蔵
坊
と
は
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』

に
記
載
の
あ
る
片
瀬
村
の
上
下
諏
訪
社
別
当
玉
蔵
院
か
。
ま
た
、
満
蔵
院
と
は
高

座
郡
赤
羽
根
村
満
蔵
寺
か
。
「
び
し
や
も
ん
」
に
つ
い
て
は
不
詳
）
な
ど
が
伊
勢
の

御
師
の
先
達
で
あ
っ
た
こ
と
、
藤
沢
周
辺
に
は
導
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
記

さ
れ
る
（
『
藤
沢
市
史
』
第
四
巻
・
通
史
編
）
・

熊
野
那
智
大
社
の
御
師
に
つ
い
て
は
「
米
良
文
書
」
で
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
の
「
上
頼
次
檀
那
本
銭
反
責
券
」
に
は
相
模
国
関
係
の

檀
那
売
買
に
つ
い
て
。
文
明
二
年
の
「
相
模
国
檀
那
注
文
」
に
は
相
模
国
東
郷
の

檀
那
「
ち
か
さ
き
さ
こ
の
四
郎
、
五
郎
二
郎
」
「
ふ
と
こ
ろ
し
ま
平
そ
う
五
郎
」

「
や
は
た
五
郎
四
郎
」
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
以
後
、
天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）

ま
で
相
模
関
係
史
料
が
見
う
け
ら
れ
る
。
（
「
米
良
文
書
」
『
神
奈
川
県
史
」
資
料

編
三
・
三
下
、
六
三
一
三
、
六
三
一
四
、
六
三
二
○
号
文
書
な
ど
）

（
３
）
「
伊
勢
（
北
条
）
家
過
所
」
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
三
・
三
下
、
六
五
六
九
号

文

書

（
４
）
『
埼
玉
県
寺
院
聖
教
文
書
遺
品
調
査
報
告
書
』
解
説
、
昭
和
五
九
年
、
埼
玉
県

教

育

委

員

会

彼
道
者
上
下
拾
五
人
、
馬
四
疋
、
諸
役
無
相
違
可
透
之
者
也
、
価
如
件

大

永

三

未

（

「

禄

壽

応

穏

」

朱

印

）

奏

者

三

月

十

二

日

遠

山

（

花

押

）

氷
三
未 三

月豆相
州州
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（
５
）
こ
の
史
料
の
発
給
に
は
後
北
条
氏
と
受
給
者
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
後
北
条

氏
と
熊
野
・
伊
勢
な
ど
参
詣
先
の
対
象
と
な
っ
た
有
力
な
宗
教
的
権
力
と
の
関
係

で
発
給
さ
れ
た
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
史
料
は
宛

所
を
欠
く
た
め
、
後
世
に
史
料
が
移
動
し
た
可
能
性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
相
模
・
伊
豆
両
国
の
通
過
を
認
め
る
と
い
う
内
容
よ
り
、
武
蔵
の
宗
教
者

に
出
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
富
士
山
の
登
山
口
と
し
て
は
、
甲
斐
国
側
の
吉
田
口
・
河
口
、
そ
し
て
駿
河
国

側
の
須
走
口
・
大
宮
口
・
村
山
ロ
・
須
山
口
が
あ
っ
た
。

（
７
）
「
吾
妻
鏡
」
『
新
訂
増
補
国
史
体
系
』
、
吉
川
弘
文
館

寿
永
元
年
（
二
八
二
）
四
月
五
日
条
の
弁
才
天
勧
進
の
記
事
の
ほ
か
、
建
仁
元

年
（
一
二
○
一
）
六
月
一
日
条
に
将
軍
頼
家
、
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
三
月
十

六
日
条
に
源
実
朝
夫
人
、
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
四
月
二
二
日
条
に
将
軍
藤
原

頼
経
な
ど
の
参
詣
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

（
８
）
前
掲
（
７
）
、
承
元
二
年
（
一
二
○
八
）
六
月
十
六
日
条
に
は
、
「
先
月
以
来
雨

が
降
ら
ず
、
庶
民
は
耕
作
の
術
を
失
う
に
至
っ
た
の
で
、
将
軍
家
の
命
に
よ
り
竜

穴
に
お
い
て
祈
祷
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
翌
十
七
日
に
降
雨
が
あ
っ
た
」
こ
と
を

記
す
。
ま
た
、
貞
応
三
年
（
一
二
二
四
）
に
も
祈
雨
の
祈
祷
が
修
せ
ら
れ
、
降
雨

を
得
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

（
９
）
「
海
道
記
」
『
群
書
類
従
第
十
八
輯
』
、
四
五
八
頁

ま
た
、
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
、
鎌
倉
に
入
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
一
遍
は
、

三
月
よ
り
七
月
ま
で
五
ヶ
月
に
わ
た
り
片
瀬
で
踊
念
仏
を
修
し
た
が
、
一
遍
が
こ

の
地
を
選
択
し
た
の
は
江
島
明
神
の
門
前
と
い
う
段
賑
の
地
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た

か

も

知

れ

な

い

。

（
、
）
「
梅
花
無
尽
蔵
」
『
群
書
類
従
第
十
八
輯
』
、
八
二
二
頁

（
Ⅱ
）
退
転
し
た
上
之
坊
の
坊
跡
は
岩
本
坊
が
継
承
し
た
。

（
岨
）
「
蜷
川
某
制
札
」
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
三
・
三
下
、
七
三
○
三
号
文
書

本
史
料
を
永
禄
六
年
成
立
と
す
る
な
ら
ば
、
永
禄
二
年
ま
で
に
成
立
し
た
「
所
領

役
帳
」
に
は
、
蜷
川
姓
と
し
て
小
田
原
衆
に
蜷
川
孫
三
郎
、
半
役
被
仰
付
衆
に
石

上
寄
子
と
し
て
蜷
川
九
郎
三
郎
が
い
る
が
、
こ
の
制
札
の
蜷
川
と
の
関
係
は
不
明

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
人
物
以
外
の
蜷
川
姓
で
、
江
ノ
島
に
対
し
制
札
を
発

給
す
る
事
の
で
き
る
立
場
の
人
物
が
、
後
北
条
氏
の
家
臣
に
い
る
か
も
含
め
て
分

か
ら
な
い
。

ま
た
、
文
亀
三
年
（
一
五
○
三
）
が
癸
亥
の
年
に
あ
た
る
が
、
関
東
公
方
足
利

氏
の
家
臣
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

（
咽
）
「
小
山
田
信
有
判
物
写
」
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
三
・
三
下
、
七
三
一
三
号
文

書
。
な
お
、
内
閣
文
庫
蔵
「
相
州
文
書
」
の
影
写
本
に
よ
る
と
「
小
山
田
右
兵
衛

尉
」
の
注
記
は
本
文
と
異
な
る
た
め
後
筆
と
思
わ
れ
る
。

（
Ｍ
）
堀
内
亨
「
武
田
氏
の
領
国
形
成
と
小
山
田
氏
」
『
富
士
吉
田
市
史
研
究
』
三
号
、

富

士

吉

田

市

史

編

纂

室

編

（
妬
）
『
藤
沢
市
史
』
第
四
巻
・
通
史
編
、
一
○
九
三
頁
、
藤
沢
市
史
編
纂
委
員
会
編

（
蝿
）
『
町
田
市
史
』
上
巻
、
五
五
七
頁

（
Ⅳ
）
『
藤
沢
市
史
研
究
』
二
十
一
号
に
お
い
て
、
伊
東
~
一
美
氏
は
信
有
の
花
押
よ
り

「
甲
斐
武
田
氏
文
書
目
録
」
（
『
甲
府
市
資
料
目
録
』
甲
府
市
史
編
纂
委
員
会
）
に

収
集
さ
れ
て
い
る
小
山
田
信
有
の
花
押
か
ら
、
こ
の
史
料
は
天
文
十
三
年
十
月
十

二
日
の
「
諸
役
免
許
状
」
に
み
え
る
信
有
花
押
（
一
）
型
と
類
似
し
、
信
有
の
花

押
は
天
文
二
十
二
年
七
月
か
ら
（
二
）
型
の
花
押
に
変
わ
る
の
た
め
天
文
二
十
年

頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

（
鴫
）
「
妙
法
寺
記
」
『
富
士
吉
田
市
史
資
料
叢
書
一
三
所
収
、
富
士
吉
田
市
史
編
纂
室

編

（
蛆
）
「
勝
山
記
」
天
文
十
四
乙
巳
の
条
、
前
掲
（
略
）
に
所
収

（
鋤
）
前
掲
（
ｕ
）

（
剛
）
天
文
年
間
の
相
・
甲
関
係
を
「
妙
法
寺
記
」
の
記
事
か
ら
概
観
し
て
み
る
と
、
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圃
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』
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詫
堂
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湫
詳
」
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）
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号
J
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号
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汁
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）
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刑
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』
「
共
噸
爵
塀
升
閉
」

（
筐
）

洋
薪
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顎
間
『
箭
洋
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到
熟
詞
田
今
』
当
餅
燕
巳
款
（
ざ
）

醇
劉
「
劃
賦
州
湫

片
」
m
W
>
斗
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l
1
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融
片
詞
田
与
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‘
罰
逵
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今
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タ
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寓
汽
1
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l
+
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I
N
畔
『
計
画
照
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’
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蕪
-
台
で
奔
鳶
蕪
ノ
計
辨

罰
朏
職
諭
洛
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田
ﾛ
1
片
､
ﾛ
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室
竺
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望
>各
引
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汁
、
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「
声
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補
囿
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>
4
離
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諦
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鐸
居
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濁
嚇
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陰
）
茄
到
（
閏
）

･
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函
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j
-
j
鴎
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n
M
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汁
寓
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S
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,
E
r
汁
r
小
沢
‘
姉
畷
閥
遜
S
作
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蔀
S
蝿
轆
さ
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雪
仔
苗
井
雪
詐
舜
S
西
田
・
註
，
一
号
一
．
言
舛
芦
←
ず
号
が
針
ぴ
群
誌
呈
l
汁
含

I
)
f
詐
翻
汽
扉
S
咄
>
4
が
含
映
冊
汗
作
補
I

II
M
H
1
ノ
拝
叩
>
4
S
亜
昌
汁
入
僥
汽
沸
（
忠
）

珊
掛
叩
＞
[十
｜

｜
｜
ノ
蝋
11
弧
『
聯
>4
叶
主
田
諭
謝
』

「
井
Ⅲ
W爵
苅
田
Eラ
」

（
蹟
）

・
が
ラ
バ
昔
映
今
詣
餅
諜
S(
￥
'タ
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シ
黄
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コ
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ﾛ
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E
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Ｊ ｊ
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園 ｊ 師

シ 画 副

刈 岸 珊

惑 井
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埼

玉

県

文

書

館

（
妬
）
「
小
山
田
信
有
過
所
」
『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第
三
巻
、
二
一
七
七
号
文
書

（
調
）
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
の
「
都
留
郡
上
吉
田
屋
敷
割
帳
」
に
よ
る
と
吉
田
口

に
は
八
二
人
の
御
師
が
存
在
し
て
い
た
が
（
平
野
榮
次
「
吉
田
御
師
の
成
立
と
近

世
に
お
け
る
そ
の
活
動
」
『
民
衆
宗
教
史
叢
書
』
第
十
六
巻
所
収
）
、
仮
に
一
人

の
御
師
が
扱
う
導
者
を
二
百
人
と
す
る
な
ら
ば
、
吉
田
に
参
集
す
る
導
者
は
一
万

六
千
四
百
人
、
百
人
と
す
る
な
ら
ば
八
千
二
百
人
と
な
る
。

世
に
お
け
る
そ
の
活
動
」
「
民
衆
宗
教
史
叢
書
』

の
御
師
が
扱
う
導
者
を
二
百
人
と
す
る
な
ら
ば
、
・

六
千
四
百
人
、
百
人
と
す
る
な
ら
ば
八
千
二
百
人
．

（
師
）
「
北
条
家
朱
印
状
」
（
桜
井
元
昭
氏
所
蔵
文
書
）

（
銘
）
「
北
条
氏
忠
過
所
」
『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第
一

（
釣
）
「
家
忠
日
記
」
十
月
二
十
九
日
条
、
『
続
史
料
．

（
銘
）
「
北
条
氏
忠
過
所
」
『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第
一

『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第
三号

（
釣
）
「
家
忠
日
記
」
十
月
二
十
九
日
条
、
『
続
史
料
大

（
㈹
）
「
北
条
家
伝
馬
手
形
」
『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第
一

（
虹
）
天
正
十
年
の
武
田
氏
・
小
山
田
氏
滅
亡
後
や
、
同

後
も
関
東
方
面
の
檀
那
を
維
持
す
る
た
め
、
郡
内
地

に
既
得
の
通
行
権
な
ど
の
保
証
を
要
求
し
て
い
る
。

・
天
正
十
二
年
、
従
来
の
通
り
関
東
へ
の
廻
檀
を
許

『
新
編
甲
州
文
書
』
第
三
巻
、
二
○
六
八
号
文
書
）

『
新
編
甲
州
文
書
』
第
三
巻
、
二

「
北
条
家
伝
馬
手
形
」
『
新
編
甲
州
古
文
書
』
第
三

従
来
の
通
り
関
東
へ
の
廻
檀
を
許

巻

そ
の
他
、
多
く
の
関
東
に
関
連
す
る
史
料
が
存
在
し
て
い
る
。

（
蛇
）
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
頃
、
武
田
氏
と
合
戦
中
の
北
条
氏
綱
が
、
越
後
の
長

尾
為
景
に
宛
て
た
書
状
は
出
羽
の
山
伏
が
届
け
て
い
た
（
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編

三
・
三
下
、
六
六
○
○
号
文
書
）
・
ま
た
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
四
月
、
武
田

信
玄
は
上
杉
謙
信
の
関
東
攻
め
の
状
況
を
関
東
地
方
で
活
動
す
る
御
師
に
報
告
す

る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
（
『
新
編
甲
州
古
文
書
」
第
三
巻
、
二
二
○
七
号
文
書
）
。

・
同
十
五
年
、
富
士
北
室
造
営
の
一

物
写
」
同
書
一
二
一
二
号
文
書
）

・
慶
長
二
年
、
富
士
山
御
室
造
営
（

判
物
」
同
書
二
二
四
号
文
書
）

富
士
北
室
造
営
の
た

富
士
山
御
室
造
営
の

巻
、
二
一
七
九
号
文
書

天
正
十
年
の
武
田
氏
・
小
山
田
氏
滅
亡
後
や
、
同
十
八
年
の
後
北
条
氏
の
滅
亡

も
関
東
方
面
の
檀
那
を
維
持
す
る
た
め
、
郡
内
地
方
の
御
師
は
新
し
い
支
配
者

め
関
東
で
の
勧
進
が
許
さ
る
（
「
鳥
居
元
忠
判

た
め
関
東
で
の
勧
進
が
許
さ
る
（
「
加
藤
光
泰

さ
る
（
「
鳥
居
元
忠
印
判
状
」

、
二
一
三
六
［

一
十
九
日
条
、
『
統
史
料
大
成
』
第
二
○
巻

三
六
号
文
書

（
粥
）
勿
論
、
江
ノ
島
や
富
士
の
周
辺
に
も
信
仰
者
、
い
わ
ば
地
元
に
存
在
す
る
檀
那

が
存
在
し
、
信
仰
を
支
え
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
信
仰
者

は
御
師
に
よ
る
「
廻
檀
」
的
な
要
素
が
少
な
い
た
め
存
在
が
史
料
に
残
り
に
く
か
っ

た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
史
料
が
残
存
し
な
い
時
期
は
宗
教
活
動
が
中
断
し
て
い
た

こ

と

で

は

な

い

。
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